
豊富町議会広報紙「議会とよとみ」 

制作業務プロポーザル実施要領について 

 

１．趣旨 

 当町議会に関する情報を掲載する広報紙「議会とよとみ」制作業務を効率的に実施し、

よりわかりやすく見やすい議会広報を制作するため、制作業者のプロポーザルを行う。 

 

２．業務概要 

（１）業務内容 

   別紙「議会とよとみ制作業務仕様書」のとおり 

（２）契約期間 

   契約締結日から令和 10年 5月 31日まで 

（３）予算額 

   2,362 千円（2年間の総額）（税別） 

 

３．業務の基本的な考え方 

 （１）読み手の立場に立ち“読みやすくわかりやすく文章を簡潔に”を基本とし、見出

し、写真、スペースを有効に利用し、レイアウトに工夫すること。 

 （２）当町議会に親しみや関心が持てる企画等を充実させる。 

 

４．参加条件 

 （１）豊富町の競争入札参加資格を有していること 

 （２）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員）又は暴力団員関係事業者（暴力団員が実

質的に経営を支配する事業者その他同条第 2 号に規定する暴力団又は暴力団員と

密接な関係を有する事業者をいう）に該当しないものであること 

 （３）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす

おそれのある団体に属するものに該当しないこと 

 （４）市区町村の広報制作業務の実績を有すること 

（５）北海道内に本店又は支店、営業所を有していること 

（６）毎号、期間を通した連続業務が可能で、緊急事態や、その他不測の事態にも対応

できる体制が整えられていること 

（７）著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の

履行がされないこととなるおそれがない者であること。 

（８）企画提案募集に係る日から企画提案の特定の日までの期間に、豊富町の競争入札

参加資格において指名停止措置を受けていないこと 

 

 



５．応募手続き 

 （１）参加意向申出書提出【様式１】 

    提出期限：令和 8年 4月 7 日（火曜日） 午後 5時 

    提出場所：天塩郡豊富町大通 6丁目 豊富町役場議会事務局 

 

 （２）参加資格確認結果通知 

    令和 8年 4月 10日（金曜日）以降郵送等により通達 

 

 （３）仕様書等に関する質問票提出【様式２】 

    提出期限：令和 8年 4月 17日（金曜日） 午後 5時 

    提出方法：電子メール（送信先：gikaijimukyoku@town.toyotomi.hokkaido.jp） 

    回答方法：すべての参加者に電子メールで令和 8年 4月 20日（月曜日） 

午後 5時までに回答 

 （４）提案書提出【様式３】 

    提出期限：令和 8年 4月 24日（金曜日） 午後 5時 

提出場所：豊富町役場議会事務局 

    提出方法：持参又は郵送にて 9部提出（正本 1部副本 8部） 

提出書類：別紙「提案書の提出について」のとおり 

    ※提出された提案書について、後日、追加の資料提供を求めることがある。 

 

 （５）契約業者の審査・特定 

  ①審査 

   １ 提出書類による審査を実施する 

   ２ プレゼンテーションを実施する予定はないが、プレゼンテーションの実施が必

要となった場合は、日程等は後日、参加者に別途通知する 

   ３ 最も高い評価を得た者を本業務契約の相手方として特定する 

   ４ 特定後、参加者に対し、特定、非特定の旨を通知する 

  ②審査項目 

   １ 信頼性（実施体制、業務実績等） 

２ 制作性（表現力、デザイン力等） 

   ３ 創造性（議会広報への提案、貢献力等） 

   ４ その他 

  ③特定の取り消し 

   特定した者が次の要件のいずれかに該当する場合には、特定を取り消すことがある。 

   １ 応募資格を有すると偽った場合又は応募資格を失った場合 

   ２ 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 
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６．その他 

 ①提出書類の作成・提出及びプレゼンテーション等に係る経費は、参加者の負担とする。 

 ②提出書類の返却はしない。 

 ③提案内容の変更は明らかな誤字・脱字などを除き原則として認めない。 

 ④評価が同点となった場合については、くじ引きにより順位を決定する。 

 ⑤手続きにおける使用言語及び通貨については、日本語及び日本通貨に限る。 

 ⑥参加条件を満たしていない場合、もしくは、予算額を超えた場合は直ちに失格とする。 

 ⑦本契約は令和 10年 5月 31日までの長期継続契約であるため、翌年度以降の町の歳入 

歳出予算において、予算の減額又は削除されたときは、契約を解除することがある。 


